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第１章 計画の基本的な考え方 

  １ 計画の目的 

静岡県の健康寿命は、全国トップクラスですが、それでも男性で約８年間、

女性で約 11 年間、日常生活が制限される期間があります。 

この約８年間、約 11 年間は、何らかの介護が必要な期間とも言え、県民の

皆様が人生の最期まで元気で健康に暮らしていただけるようにするため、こ

の期間を縮める施策を推進することが重要です。県では、これまでも様々な

健康増進施策や疾病予防対策を行ってまいりましたが、健康長寿を支える要

因についての科学的な分析は十分ではありません。 

このため、科学的知見に基づいた健康づくり施策の推進に向け、社会健康

医学を取り入れてこれまでの健康長寿の取組を体系化し、健康寿命の延伸に

資する施策や研究などに取り組み、得られた成果や知識を県民の福祉に反映

させるため、社会健康医学の研究に取り組むこととしました。 

 

社会健康医学の研究は、研究（者）のための研究ではなく、県民の皆様の

理解の下、県民の健康寿命延伸に資する研究、すなわち、「県民の」、「県民に

よる」、「県民のための」研究であることが何よりも重要です。 

このため、研究成果を県民の健康寿命の延伸につなげていくことが必要で

あり、県では、社会健康医学の具体的な研究項目として「医療ビッグデータ

の活用」、「効果的な健康増進施策・疾病予防対策のための疫学研究」、「ゲノ

ムコホート研究」に取り組んでいくこととしておりますが、例えば、医療ビ

ッグデータの研究では、医療や介護の実態を「見える化」することにより、

自身の健康に無関心な方々への喚起など県民の健康意識の醸成が図られます。

疫学研究では、地域間の健康格差の要因や、生活習慣が健康に与える影響な

どを明らかにすることにより、県や市町などが地域の特性に合った科学的根

拠に基づく健康増進施策を立案することが可能となります。ゲノムコホート

研究では、遺伝子に係る膨大なデータを解析することにより、県民が有する

疾病の発症リスクや因果関係を明らかにすることが可能となるとともに、

個々の県民の発症リスクに則した健康指導や治療方針を行うことも可能とな

ります。 

また、社会健康医学の研究を推進する上で、医療ビッグデータの研究では、

医療や介護データという個人情報を取り扱うほか、疫学研究やゲノムコホー

ト研究では、研究自体に県民の皆様の協力が必要となります。このため、研

究成果を分かりやすく県民に還元するためのリーフレットの作成やシンポジ

ウムの開催などを通じて、県民の皆様に社会健康医学研究の必要性を理解し

ていただけるよう、積極的に情報を発信してまいります。 
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２ 計画の位置付け 

    静岡県では、平成 30 年３月、静岡県総合計画として、静岡県の新ビジョン

「富国有徳の『美しい“ふじのくに”』の人づくり・富づくり」を策定しまし

た。本総合計画は、概ね 10 年後の姿を描く「基本構想」と、構想を実現する

ための最初の４年間（平成 30 年度～平成 33 年度）の具体的取組を示す「基

本計画」で構成しています。 

    この「基本計画」では、政策（大柱）である「２ 安心して暮らせる医療・

福祉の充実」のもと、政策の柱（中柱）である「２－１ 安心医療の確保・

充実と健康寿命の延伸」のため、施策（小柱）として「（５）科学的知見に基

づく健康施策の推進」を行い、主な取組として「①社会健康医学の研究推進

と成果の還元」、「②社会健康医学の普及と啓発」を掲げています。 

    こうした位置付けのもと、社会健康医学の研究を推進するため、基本計画

策定委員会からの御意見などを踏まえ、「社会健康医学研究推進基本計画（仮

称）」を策定しました。 

 

＜参考＞ 

   次期総合計画における「社会健康医学研究推進基本計画」の位置付け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【「ドリームズ・カム・トゥルー・イン・ジャパン」の拠点となるための８つの政策】 

 

 

 

 

 

 

１ 命を守る安全な 
地域づくり 

３ 子どもが健やかに学び 
育つ社会の形成 

５ 豊かさを創る産業 
の展開 

７ “ふじのくに”の魅力の
向上と発信 

２ 安心して暮らせる 
医療・福祉の充実 

４ 誰もが活躍する社会 
の実現 

６ 多彩なライフスタイル
の提案 

８ 世界の人々との交流 
の拡大 

  ＜安全・安心な地域づくり＞ ＜未来を担う人材の育成＞ ＜豊かな暮らしの実現＞ ＜魅力の発信と交流の拡大＞ 

政策体系 

「静岡県の健康寿命の延伸に向けた提言～社会健康医学の研究推進～」 
（平成 29 年 2月） 

（「社会健康医学」基本構想検討委員会） 

「社会健康医学研究推進基本計画（仮称）」 
（平成 30 年 月） 

（静 岡 県） 

●施策（小柱）抜粋 
２－１－(5) 科学的知見に基づく健康施策の推進 
① 社会健康医学の研究推進と成果の還元 

② 社会健康医学の普及と啓発 

○施策の柱（中柱）抜粋 
２－１ 安心医療の確保・充実と健康寿命の延伸 
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  ３ 研究推進の４つの戦略（研究、人材育成、成果、拠点） 

    平成 29 年２月に「社会健康医学」基本構想検討委員会からいただいた「研

究」、「人材育成」、「拠点」、「成果」の４つの提言を具体化するため、県では、

それぞれの提言について、現状・課題や方向性などを示した上で、健康寿命

の更なる延伸に向けた施策を推進します。 

 

提 言 戦 略 

健康増進施策に科学的な知見を導入するための研究について、

方向性や具体的な研究内容、成果を示します。 

＜具体的な研究項目＞ 
１ 研究の推進 

○医療ビッグデータの活用 

○効果的な健康増進施策・疾病予防対策のための疫学研究 

○ゲノムコホート研究 

社会健康医学の研究を推進し、成果を県民に還元するための人

材育成について、方向性、育成すべき人材、育成手法について示

します。 

２ 人材の育成 ＜育成すべき人材＞ 

○地域医療のリーダーとなる「医療専門職」 

○各地域の現場で健康増進施策を担う「健康づくり実務者」 

○長期かつ継続的に研究を行う「研究者」 

静岡県の健康寿命を更に延伸するための研究成果の県民への

還元、情報発信について示します。 
３ 成果の還元 

○社会健康医学の取組により得られた成果の県民への還元 

○取組成果の国内外への発信 

社会健康医学の研究を推進し、成果を県民に還元する人材を育

成するため、拠点となる仕組みについて短期的取組と長期的取組

を示します。 

＜短期的取組＞ 

４ 拠点となる ○既存の大学や研究機関を活用し、早期に取り組むことがで

きる研究に着手 仕組みの構築 

＜長期的取組＞ 

○長期かつ継続的な研究を推進し、人材を育成するため、将

来的に「地域の健康寿命の延伸に特化した学問を習得する

ことを目的」とした大学院大学を設置 
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第２章 計画策定の背景 

１ 健康を取り巻く状況 

（１）高齢化の進展及び平均寿命と健康寿命との差 

ア 高齢化の進展 

県内の 65 歳以上の高齢者は 1,021,283 人、総人口に対する割合（高齢化率）

は 27.8％となっています（平成 27 年）。少子高齢化の進展により高齢化率は

今後更に上昇が予想され、平成 52 年（2040 年）における高齢化率は 37.0％、

また 75 歳以上の後期高齢者の割合（後期高齢化率）は 21.6％と推計されて

います。すなわち、県民の３人に１人以上が高齢者、同じく５人に１人以上

が後期高齢者で占められることになります。 

 

【静岡県の高齢人口及び高齢化率の将来推計】 
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※出典：総務省「国勢調査」（平成 27 年） 

       国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成

25 年３月推計） 

 

イ 平均寿命と健康寿命の差 

健康寿命は世界保健機関（ＷＨＯ）がその概念を提唱したものであり、厚

生労働省は、健康寿命について「健康上の問題で日常生活が制限されること 

なく生活できる期間」と定義しています。 

どの国や地域でも、平均寿命と健康寿命の間には一定の差（乖離）が存在

していますが、静岡県においては、平均寿命から健康寿命を差し引いた乖離
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期間は男性 8.35 年、女性 10.89 年（平成 22 年）となっています。この乖離

期間は、全国平均（男性 9.22 年、女性 12.77 年）より短く、また、都道府県

別で比較しても短い方から順に男性が全国第６位、女性が同３位となってい

ます。しかしながら、「健康寿命」の状態に該当しない、すなわち何らかの健

康上の問題で日常生活が制限される期間が８年から 10 年以上存在すること

を示しており、人生の最期まで元気で健康に暮らしたいと願う県民の望み通

りにはなっていません。 

 

【静岡県における平均寿命と健康寿命の水準と差】 

75.32

71.68

86.21

80.03

60 65 70 75 80 85 90

女性

男性

健康寿命 平均寿命

8.35年

10.89年

(歳) 

※出典：平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活

習慣病対策総合研究事業）による「健康寿命における将来予測と生

活習慣病対策の費用対効果に関する研究」（平成 24 年５月） 

  上記の平均寿命の数値は、「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策

の費用対効果に関する研究班」が算出したものであり、厚生労働省の都道

府県別生命表による平均寿命（０歳時における平均余命）の数値とは異な

ります。 

 

（２）医療費・介護費の拡大 

 高齢化の進展に伴い医療費や介護費が増加するのは全国的な状況です。静岡

県の医療費（国民健康保険医療費と後期高齢者医療費の合計）は、6,148 億円

（平成 21 年）から 7,350 億円（平成 27 年）となり、６年間で約 1.2 倍となり

ました。同様に介護に要する費用も、2,001 億円（平成 21 年）から 2,624 億円

（平成 27 年）と同期間で約 1.3 倍に拡大しています。 

 今後ともこれら医療費や介護費は増加が見込まれるため、静岡県の財政が圧

迫され、結果として県民全体における負担増につながることが懸念されます。 

 県民に必要な医療サービス、介護サービスを維持しながらも、医療費や介護

費に係る支出を抑制する施策に取り組むことが求められます。 
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 【静岡県の医療費の推移】 
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費

（単位：億円）

6,148
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6,993 7,095

7,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※出典：後期高齢者医療費は「後期高齢者医療状況報告書」 

国民健康保健医療費は「国民健康保険事業年報」 

 

【静岡県の介護に要する費用の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：介護給付費の実績額 
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（３）高齢者の定義と認識の差異 

65 歳以上を「高齢者」とする現在の定義は昭和 31 年（1956 年）の国連報告

書によるものです。当時（昭和 30 年）の静岡県の平均寿命は男性 64.12 歳、

女性 68.63 歳であり、「高齢者」の定義は概ね平均寿命に相当していました。

しかし、現在の平均寿命は当時と比較して 15 年以上延伸しており、かつ高齢

者の身体能力も継続的に向上しています。実際、65 歳以上で健康で活躍してい

る方が多くなっており、以前の「高齢者＝老年＝第一線からの引退」というイ

メージから、「健康であればいつまでも現役で活躍可能であり、活躍したい」

という方向へ高齢者自身の意識も変わっていると考えられます。 

 また、少子化の進展により、社会の中心的担い手として期待される現役世代

が減少し、１人の高齢者を支える人数も減少が続いています。このため、労働

力の不足や経済規模の縮小などに起因する社会全体の活力の低下が危惧され、

また今後の社会保障制度運営における懸念要因として指摘されています。 

 今後は、単に 65 歳以上となったので高齢者であり社会の一線から離れてい

くのではなく、むしろ今まで培ってきた知識や経験、技能などを社会に還元す

るといった考えで、仕事や地域、ボランティアなど社会的な活動に積極的に参

加することが、地域や社会のために役立つことであり、また期待されているこ

とであり、本人の尊厳ある生活にもつながっていきます。まさに「支えらえる

側」から「支える側」への意識や行動の転換を促すことで社会構造全体の変革

に結びつけることが求められ、静岡県をはじめ行政の施策として推進される必

要があります。 

 なお、静岡県が実施した「高齢者生活実態調査」の分析から、社会参加する

習慣のある高齢者はそうでない方より死亡率が低下するとの結果が得られて

おり、高齢者の社会参加は高齢者自身の健康増進に資する要因としても重視さ

れています。 

【静岡県の平均寿命】 

年 男 性 女 性 

昭和 30 年（Ａ） 64.12 歳 68.63 歳

昭和 55 年（Ｂ） 74.10 歳 79.62 歳

平成 27 年（Ｃ） 80.95 歳 87.10 歳
 

（Ｃ）－（Ｂ） 6.85 年 7.48 年

（Ｃ）－（Ａ） 16.83 年 18.47 年

   ※出典：厚生労働省「平成 27 年都道府県別生命表」 
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（４）静岡県の健康寿命 

ア 平均寿命の状況 

静岡県の平均寿命（平成 27 年）は、男性 80.95 歳、女性 87.10 歳であり、

都道府県別では男性が全国 17 位、女性が全国 24 位となっています（健康寿

命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班のデータ

による）。なお、同年の日本人の平均寿命（男性 80.77 歳、女性 87.01 歳）は、

世界一です。 

 

イ 健康寿命の状況 

静岡県の健康寿命は、平成 22 年（男性 71.68 歳、女性 75.32 歳）、平成 25

年（男性 72.13 歳、女性 75.61 歳）とも都道府県別にみて全国でもベスト３

に入っています。一方、日本の健康寿命（男性 71.1 歳、女性 75.6 歳）は諸

外国と比較してトップクラスとされています（平成 27 年）。このことから、

静岡県は世界でも健康寿命が非常に長い地域であるといえます。 

 

【静岡県の健康寿命】 

 

出典：H22,25厚⽣労働省公表値。男⼥計及び平成22，25年平均は県で独⾃算出（単位：年）

74.93 愛知3
75.27 群⾺2
75.32 75.32 静岡静岡11

平成22年順
位

74.93 愛知3
75.27 群⾺2
75.32 75.32 静岡静岡11

平成22年順
位

73.67宮崎3
7733..9090静岡静岡22
74.19⼭梨1

男⼥計順位

73.67宮崎3
7733..9090静岡静岡22
74.19⼭梨1

男⼥計順位

71.62 千葉3
71.68 71.68 静岡静岡22
71.74 愛知1

平成22年順
位

71.62 千葉3
71.68 71.68 静岡静岡22
71.74 愛知1

平成22年順
位

73.20群⾺3
73.34愛知2

7733..5353静岡静岡11
男⼥計順位

73.20群⾺3
73.34愛知2

7733..5353静岡静岡11
男⼥計順位

男性 ⼥性

72.13 72.13 静岡静岡33
72.14 沖縄2
72.52 ⼭梨1

平成25年順
位

72.13 72.13 静岡静岡33
72.14 沖縄2
72.52 ⼭梨1

平成25年順
位

75.43 秋⽥3
75.61 75.61 静岡静岡22
75.78 ⼭梨1

平成25年順
位

75.43 秋⽥3
75.61 75.61 静岡静岡22
75.78 ⼭梨1

平成25年順
位

男⼥計

73.34群⾺3
73.53⼭梨2

7733..7171静岡静岡11
平成22,25年平均順位

73.34群⾺3
73.53⼭梨2

7733..7171静岡静岡11
平成22,25年平均順位
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 ウ 健康長寿の要因 

  静岡県の健康長寿を支える要因について、主要なものを以下に示します。 

  まず、静岡県で生産される農林水産物の品目数は 439 品目（静岡県調べ）

と全国１位であり、地域で得られる豊富かつ多彩な地場食材を背景に、豊か

な食生活が実現できることが挙げられます。 

  また、全国一の茶産地でもあり、お茶の消費量が多い。緑茶の１世帯当た

り年間支出金額は静岡市が全国１位、浜松市が全国３位（総務省「家計調査」

平成 26 年～28 年の平均値）となっており、お茶を日常的に多く飲む県民が

世代を問わず多くなっています。 

  温暖な気候は静岡県の地理特性として全国に認められており、日照時間の

長さも全国のトップクラスです（全国の主要観測地点における平年値で、御

前崎が１位、浜松が３位）。また、こうした気候風土を反映して県民性も穏

和であるとされます。加えて１人あたり県民所得も全国３位（内閣府「平成

26 年度県民経済計算」）と高いことから、生活環境や社会環境の側面での優

位性が健康長寿につながっていると考えられます。 

  さらに、就業している高齢者の割合が全国４位（平成 24 年「就業構造基

本調査」）と高く、現役として社会で活躍することが高齢者に生きがいや活

力をもたらし、健康長寿を支えているとみられます。 

 

9 

 



 

２ これまでの健康寿命延伸への取組 

（１）「ふじのくに健康長寿プロジェクト」 

更なる健康長寿を目指すため、「ふじのくに健康長寿プロジェクト」として、

①健康長寿プログラムの普及、②健康マイレージ事業、③企業との連携、④

健康長寿の研究、⑤重症化予防対策の５本の柱に基づいて様々な取組を進め

ています。特に、特定健診データの分析結果の見える化や健康づくりマイレ

ージ事業の実施により、実態として多数を占めている健康づくりへの「無関

心層」に静岡県全体で働きかけ、無関心層の理解と行動を促し、健康寿命の

更なる延伸を図っています。 

 

【ふじのくに健康長寿プロジェクト】 

 

運動・食生活・社会参加の３分野で生活習慣
の改善に取り組む「ふじ３３プログラム」の普及
減塩を目的とした「減塩５５プログラム」の普及

②健康マイレージ事業

④健康長寿の研究 ⑤重症化予防対策

③企業との連携

①健康長寿ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの普及

市町が定める健康づくりメニューの実践に
より一定ポイントを貯めた住民が、指定され
た協力店で各種特典を受ける仕組み

健康づくり優良企業の表彰、健康づくり推進
事業所宣言の展開、健康経営セミナーの開
催、企業健康チャート分析

人工透析予備群の受診促進に向けた関係
機関の連絡調整・体制整備
介入担当者の資質向上

県民65万人分の特定健診データの市町別・

地区別分析
高齢者コホート調査結果の分析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「ふじのくに型人生区分」 

  静岡県では独自に定義した「ふじのくに型人生区分」を提唱し、現在の女

性の健康寿命相当年齢である 76 歳までを「壮年」とし、社会で元気に活躍

する世代と位置付けています。特に、従来の区分では高齢者に含まれている

「壮年熟期（66～76 歳）」の県民に対しては、様々な機会や分野において、

現役世代としてもっと活躍していただきたいというメッセージを伝え、この

世代に属する県民の意識を「支えられる」側から「支える」側へ転換する機

運の醸成を図っています。 
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  【ふじのくに型人生区分】 

19

呼 称 年齢区分 説 明

⽼ 年

百寿者 100歳以上 ⽩寿後（100歳）以上

⻑ ⽼ 88 - 99歳 ⽶寿（88歳）卒寿（90歳）から⽩寿（99歳）ま
で

中 ⽼ 81 - 87歳 傘寿後から⽶寿前まで

初 ⽼ 77 - 80歳 喜寿（77歳）から傘寿（80歳）まで

壮 年
壮年熟期 66 - 76歳 経験を積み、様々なことに熟達し、

社会で元気に活躍する世代(働き盛り世代)。
（健康寿命男性71.68歳、⼥性75.32歳）

壮年盛期 56 - 65歳
壮年初期 46 - 55歳

⻘ 年 18 - 45歳
社会的・⽣活的に成⻑・発展過程であり、
活⼒みなぎる世代。
(農⽔省事業や地区商⼯会議所で45歳まで⻘年扱
い)

少 年 ６ - 17歳 ⼩学校就学から選挙権を有するまでの世代。

幼 年 ０ –５歳 命を授かり、⼈として発達・発育する世代。

 

（３）特定健診データの分析 

  現在、静岡県では県内の医療保険者から 65 万人のデータを収集し、市町

や医療保険者が活用できるよう加工し提供しています。市町別マップなどの

表現手法を用いて「見える化」することで、市町別、あるいは伊豆・東部・

中部・西部のエリア別に健康指標の特徴や傾向、疾患などの健康課題を明確

化しています。こうしたデータを提供することで、市町あるいは県民の関心

を高め、地域での実際の生活習慣改善に結びつけることにより、県民の健康

寿命の更なる延伸に取り組んでいます。 

【特定健診データ分析の一例（高血圧有病者、平成 26 年市町別）】 

 

 

男 性 女 性 

 

 

 

 

 

 

 
県全体に比べて、有意に多い 有意ではないが、県全体に比べて少ない

有意ではないが、県全体に比べて多い県全体に比べて、有意に少ない
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（４）「高齢者生活実態調査」による分析結果 

県内在住の高齢者約 22,000 人を対象に、静岡県が平成 11 年度から実施（平

成 14 年、17 年、20 年にそれぞれ追跡調査実施）した「高齢者生活実態調査」

では、以下のような結果が示されています。 

 

① 緑茶を「１日に７杯以上飲む」人は、「１杯未満」の人と比較して死亡 

 率が 58％低下します。 

② 外出などで１日に 30 分以上歩く日が「週５日以上」ある人は、「なし」 

 の人と比較して死亡率が約 1/3 低下します。 

③ 社会とつながりのある高齢者（「周りの人とうまくいっていますか」な 

 ど４項目の質問すべてを満たす人）は、０項目の人と比較して約６割死 

 亡率が低下します。 

 

すなわち、お茶を飲む習慣、日常的に運動する習慣、社会参加する習慣が

あることでそれぞれ死亡率が低下していとの分析結果が得られており、これ

に基づいて、「運動・食生活・社会参加」が県民の健康長寿を支える３要素と

の結果を取りまとめています。 
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①緑茶を多く飲む人ほど長生き 

 （Ｑ （この１ヶ月で）緑茶を１日に何杯くらい飲みましたか？） 

 

0%

50%

100%
死亡率

▲33％

死亡率

▲50％
死亡率

▲58％

1杯未満 1～3杯 4～6杯 7杯以上

 

 

 

 

 

 

 

     

     

②徒歩で移動する人ほど長生き 

 （Ｑ 外出などで１日に 30 分以上歩く日がありますか？） 

 
死亡率
1/3減少

• 性別、年齢、体格指数、喫煙状況、
飲酒、既往歴等で調整したハザード比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③社会とつながりのある高齢者ほど長生き 

 
No 質問項目 ﾁｪｯｸ 考え方

1 周りの人とうまくいっていますか。 □

ﾁｪｯｸ項目数
で評価

2 友人とのつきあいに満足していますか。 □

3 気楽に用事を頼める人がいますか。 □

4 近所づきあいに満足していますか。 □

約6割
減少
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３ 科学的知見の導入の必要性 

（１）科学的知見の必要性 

静岡県では、県内の医療保険者から収集した 65 万人分の特定健診データの

分析、あるいは県内在住の高齢者約 22,000 人を対象に実施した「高齢者生活

実態調査」などにより、これまでも県民の健康長寿を支える要因についての

分析を進めてきました。 

しかし、現時点においては、調査結果に対する要因分析など科学的視点が

十分な状態にはありません。例えば、静岡県の調査では緑茶を多く飲む人は

そうでない人より死亡率が低下するとの結果が得られていますが、科学的な

要因分析はありません。身近で関心の高い結果ですが、科学的知見による普

遍的な提示とは言えません。 

  今後、真に健康寿命の更なる延伸に資する施策を展開していくためには、

上記のような体験的な結果について科学的な視点からの要因分析とそれに

基づいた施策の創出が不可欠です。 

また、既存の健康寿命延伸施策や関連する取組などについて、科学的な視

点に基づいて整理・体系化し、様々な研究・調査分析の方向性や内容を明確

化することで、研究で得られた科学的知見を施策の立案や修正に反映させ、

その効果的な実施を図ることが必要です。 

 

（２）社会健康医学の導入と推進 

静岡県では、これまで健康寿命の延伸のため様々な施策を展開してきまし

たが、静岡県の健康寿命の更なる延伸を実現するための取組として、新たな

学問領域である社会健康医学を導入し推進していきます。 

社会健康医学の考え方に沿って設定される事業展開と取組を行うための人

材育成などが組み合わされることで、様々な取組が県内で推進されます。そ

こから得られた科学的知見や取組成果が、例えば予防医療の定着や健康づく

りへの取組といった静岡県や市町の施策に反映されることが望まれます。そ

の結果、疾病予防や健康づくりの面で様々な成果が県内にもたらされ、かつ

県民に具体的に還元されることによって、最終的に健康寿命の更なる延伸が

実現されます。 


